
 

 

２０２０年（令和２年）４月８日 

 

 放課後児童クラブ 

保護者の皆様 

 

藤沢市子ども青少年部青少年課長 

 

 

放課後児童クラブの開所時間の変更について 

 

日ごろから藤沢市の放課後児童健全育成事業にご理解ご協力いただき、ありがとう

ございます。 

藤沢市の市立小学校の登校日等の日程が変更されたことに伴い、４月３日付け「小

学校休校期間延長に伴う放課後児童クラブの開所時間について」で通知いたしました

放課後児童クラブの開所時間につきましても、以下の表のとおり変更させていただき

ます。 

                          （表） 

 

 

 

児童クラブを利用するにあたっては、感染症予防の観点から，お子様にマスクや

それに代わるものを持たせていただくとともに、毎日、検温と症状の確認をしてい

ただき、かぜ症状がある場合には自宅で休養することを徹底してください。 

また、ご家庭でお子様を見ることができる方につきましては可能な限り児童クラ

ブへの通所をお控えいただきますよう，ご協力をお願いいたします。 

  なお、４月の入所料につきましては，放課後児童クラブへの通所自粛にご協力い

ただいた日数に応じて返金いたします。 

 

※ ４月１３日（月）以降の開所時間につきましては、改めてご連絡いたします。  

 

以 上 

 

 

（直通）事務担当：藤沢市子ども青少年部 
青少年課 小野・寺村 

〒２５１－８６０１ 

藤沢市朝日町１番地の１ 
℡０４６６－５０－８２５１（直通） 

  変更前 変更後 

4月 9日（木）、10日（金） 午後０時３０分 午前８時         


